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第２１回区民車座集会意見交換内容（宮前区） 

１ 開催日時 平成２８年４月１８日（月） 午後３時から午後４時１０分 

２ 場  所 セレサモス宮前店 ２階多目的ホール 

３ 参加者等 参加者９名、傍聴者約２０名                      合計約３０名 

＜開会＞ 

司会：皆様お待たせいたしました。定刻となりましたので、只今から第２１回区民車座集会を始めさせてい

ただきます。まず、本日の参加者数について、お知らせいたします。本日は事前に１０名の参加申し込みが

ございましたが、１名の方から欠席の御連絡をいただきましたので、本日の出席者数は９名となっておりま

す。 

＜市長挨拶＞ 

改めまして、皆様こんにちは。第２１回目になります、区民車座集会に御参加いただきまして、ありがとう

ございました。今回でちょうど３巡目の最後、ということになります。これまで車座集会でいただいた貴重

な御提言、それぞれにお答えできることもあれば、あるいはなかなかそれが反映できないという部分もあり

ますけども、私にとって大変貴重な市民の皆様からの声を聴かせていただくという、大変貴重な機会になっ

ております。今日も率直な、かつ、建設的な意見交換が出来ればというふうに思っています。よろしくお願

いいたします。 

＜意見交換＞ 

司会：意見交換に入らせていただきます。 

発言をされる方は、お名前をおっしゃっていただいてから発言をお願いいたします。 

初めに、五味さん、ご発言をお願いいたします。 

五味さん：このような会に出るのは初めてなので、ちょっと上がっていて、ちゃんとまともに言えるかどう

かわかりませんが、よろしくお願いいたします。 

 まず、私が一番気になっていたのは、保育園の民営化がすごい勢いで進められているのですけども、それ

って本当にいいのだろうかということです。やっぱり、子供たちはこれからの人ですから、大事な本当に国

の宝ですよね。そういう人たちを何か私に言わせれば、物扱いのような感じがします。小さい箱におさめて

いっていいわけではないので、もうちょっと考えていただけたらと思います。 

 今、川崎市は公園とかあまり整備されてないと思います。だから、それらの整備に加えて、その中に保育

園を入れていくとか、そういうことを何か、でも、それは難しいことだと言われましたので、どういうとこ

ろが難しいのか、それを教えていただきたいなということ。 

 あと、お母さんたちがどんなに頑張っても、幾らみんな働きたくてもそういう場所がないことにはどうし

ようもないので、やっぱり民営化ではなく、公立の保育園をもうちょっとつくってほしいと思います。今ど

んどん減らしていますよね。それが私には納得いかないということで意見を出させてもらいました。 
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市長：ご質問ありがとうございました。 

 公立がいいのか、民間がいいのかというのは、いろんな議論があると思いますが、とにかく何とか女性が、

あるいはお父さん、お母さんも含めてですけども、しっかりと活躍できる社会を目指していくと。その一つ

の手段として、なるべく待機児童を減らしていこうというふうな取り組みをこの就任してから２年半の間、

全力でやってきました。その中で、まずは枠を確保するということがとても大事でありました。昨年１年間

で、川崎市は人口が１万２，０００人増えました。そのうちの７５％は２０代です。即、保育需要が来るも

のですから、本当に保育園をつくってもつくっても、という具合に整備を進めてまいりました。 

 一般的に保育園の経費がいくら位かかっているか、という認識が実はあまりされてないのですが、どのぐ

らいかかっていると思いますか。 

五味さん：ちょっとわからないです。 

市長：皆さんの税金で、これ平均ですよ、平均で、子供さん一人当たり１年間で大体１５０万円を超えるお

金を、公立の場合は大体１８０万円ぐらいのお金をかけています。利用者さんから負担していただいている

のは、これもまた平均ですけども、大体３５、６万円ぐらいです。その差額が皆さんの税金で賄われている

ということというのは、実は余り知られてないですけども、ものすごいお金がかかっています。今年の１年

間でも、大体４８０億くらい、４６０億超えていますね。４６０億位の保育園のためのお金を使って、その

割合はどんどん伸びています。市の財政も圧迫しています。ただ、先ほど申し上げたように、子供は未来の

本当に宝でありますから、しっかりと質を落とさずに保育を確実にやっていくということはとても大事なの

です。 

 公立保育園は各区に３カ所ずつ残すということにしています。あとは民営化という形でやっていますが、

公立保育園がいわゆる各区のセンター的機能を果たしていると。最近、こうやってどんどん整備していきま

すと、保育士さんが今、本当に足りないのですね。もう全国で取り合いです。特に経験のまだ浅い保育士さ

んというのがたくさんいらっしゃるので、そこを重点的に連携しながら人材育成をやっていくという意味で

の公立保育園というのは、各３個ずつ残していくというふうなそういった計画にしています。ですから、単

純にお金の問題じゃないですが、民間でできることは民間にやっていただく。そして、質をしっかりと担保

するということが大事だというふうに思って、こういった整備をしております。 

五味さん：質を落とさないでということは、民営化になったらやっぱり利益を上げなくちゃいけないですよ

ね。利益を上げるためには、いろんな状況によって削られるとかもありますよね。今、保育士さんをまずち

ゃんと教育してもらいたいということ。結構できない保育士さんがいるということなのです。 

市長：ええ、ありがとうございます。とにかく枠を増やしている中で、量も質も担保していくというのは、

すごく大変なことですけども、それに取り組んでいくことです。 

 例えば、公立保育園から民間保育園に移行するときは、その質を下げないように、第三者の委員会で、こ

の保育園事業者はそれを担えるだけのものがあるかなということをしっかりとした基準で見て、そして、認

可をしています。そういった意味での一定の担保はしておりますけども、引き続き、どんどん新しい保育士

さんたちが来ていることは事実ですので、そこを下げないようにこれからも努力していきたいなというふう

に思っています。 

 もう一つですね、民間だったらだめなんじゃないかという発想ですが、例えば、川崎市内の幼稚園は全部

民間幼稚園です。今８６ぐらいあると思いますが、全て民間幼稚園です。この人たちが、質が悪くなったと
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思われますか。僕は決して思わなくて、今、全ての川崎市の民間の幼稚園は非常に質の高い教育をしていた

だいているというふうに思っています。 

五味さん：多分、そういったことが届いてないと。私の耳にはやっぱり入ってきています。食事の面なんか

でも入ってきています。だから、やっぱり指導するっておっしゃっていますけども、それも多分行き届いて

ないと思います。 

市長：そのようなことがないように、しっかりとやっていかないといけないと思っています。以上です。 

藤永さん：宮前区聴覚障害者協会の藤永といいます。よろしくお願いします。 

 ４月から障害者の差別解消法が施行されました。川崎市として、これを受けてどういうことをこれから取

り組まれるかということの考え方をぜひ教えていただきたいなと思っています。特に聴覚障害の場合は、手

話通訳者、やっぱり数的にも絶対的に確保していただきたいなというふうに思っています。養成、派遣、い

ろいろな場面でのご支援をぜひお願いしたいと思っています。 

 それと、私は九州出身なのですけど、九州のほうでかなり大変な状況があるので、川崎市では福祉の避難

所、障害者の人たちがきちんと対応できるような避難所をぜひつくってもらいたい。万一ということがない

のが一番いいのですけれども、万一の場合に、川崎市には妊婦さんとかいろんな方々がいらっしゃると思い

ます。聾唖者だけではなく、そういう人たちが安心して避難ができるような場所をぜひ考えていただきたい。 

 それともう一つは、障害者の差別解消法で事業者の努力義務がいろいろ書いてありますが、やはりまだま

だ足りない、考え方がまだまだ普及されてないという部分もあると思うので、そういう部分を含めて、川崎

市として、いろいろと啓発活動なども取り組んでいただきたいなと思っています。そこあたりをぜひお願い

したいと思います。よろしくお願いします。 

市長：どうもありがとうございました。 

 障害者差別禁止法が今月から施行することになりました。それに向けて川崎市でも、まず、市役所の職員

がこの法律をしっかりと理解するということが大事ですので、そのための研修というものをこれまでもやっ

てきております。そもそも国からのガイドラインというのが非常に遅かったというのがあります。昨年の秋、

１１月とか１２月とかという時期に出てきていますので、それを今年の２月ぐらいに検証をやったりして、

まず管理職、それから新人の職員、こういったところにもしっかりと法律の趣旨というものとその対応マニ

ュアルというものをつくって、それぞれの窓口でどういうふうな対応をしていくことが合理的配慮なのかと

いうことをしっかりと研修していきたいというふうに思っています。 

 それから、藤永さんがおっしゃった民間事業者のほうも、これまた国のほうの省庁別に、例えば福祉事業

者には厚生労働省からとか、あるいは、交通事業者は国土交通省からということで、それぞれ国の役所単位

ですね、事業所別にこのガイドラインといったものが出されています。それに基づいて、川崎市の担当部局

が、これもまた縦割りっぽいのですが、それぞれの事業者の皆さんのところに説明に行くということで、今、

取り組みをしているところです。何にしても今月から始まったもので、まだまだ、一般的にもまだ周知がさ

れていないということですから、市政だよりなどいろんな広報媒体で、この法律の趣旨と、これからどうい

うふうなことを配慮していかなければならないのだということを市民の皆さんに幅広くわかっていただくこ

とが大切だというふうに思っています。 

 そうですね、避難時の話がありました。本当に今回の熊本の地震でも多分、大変なご苦労をされている障

害をお持ちの方、たくさんいらっしゃると思います。特に聴覚障害をお持ちの方っていうのは、周りからは
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わかりにくいということがありますので、どうしてもその情報が聞こえているだろうという思いで話してし

まうけれど、結局、当事者には伝わっていないという、そういったリスクが非常に高いと思います。そうい

ったことは、避難所運営会議の人たちにもしっかりと徹底していくということを市から広報させていただい

ております。また、オリンピック・パラリンピックに向けての川崎市の会議をやったときに、その委員の方

から市民活動団体の中で、おっしゃられたような、障害者だけではなく妊婦さんとか、子育て中の方とか、

何らかのケアが必要な方への対応を含めた避難所運営マニュアルというものを市民サイドでつくって、市で

活用していくということをやっているので川崎市全域にこういうものを広げてください、というお話をいた

だきましたので、そういったものも活用していきたいなというふうに思っております。いずれにしても、ち

ゃんと伝わるように、いろんな障害種別によって、やはりそれぞれの対応というのができるように、全ての

職員が避難所に行くわけではありませんので、そういった意味では、自治会、町内会の人たちにもそのこと

をしっかりと知っていただくような取り組みをやっていきたいなというふうに思っております。ありがとう

ございました。 

藤永さん：どうもありがとうございます。いろいろとこれからもお願いしたいと思っています。 

 それから、本当に手話通訳者がこれから高齢になっていって、年齢的に引退されていく人もふえていく、

そういう状況でもあると思いますので、養成、派遣、そういう部分、ぜひ力を入れていただいて、皆さん方

が、手話通訳者がきちんと活動ができる、また、我々聾唖者もきちんとそういうのを活用できるようにぜひ

お願いをしたいと思っています。先ほどの福祉の避難所の話も含めて、これから期待をしたいと思っていま

すので、どうぞよろしくお願いいたします。 

市長：ありがとうございました。 

 神奈川県で手話言語条例というものができました。手話は言語であるということがしっかりと認定されて

おりますので、今後こういった条例を捉えて、手話ができる方の養成というようなこともしっかりと市民の

皆さんと協力しながらやっていきたいなと思っております。 

藤永さん：よろしくお願いします。 

三谷さん：小台に在住します三谷と申します。 

 市長へのご提言は、川崎市民成年後見人の養成と起用ということでございます。 

 現在、私は７４歳ですが、実は１０年前、６４歳のときに、ある縁から世田谷区の区民成年後見人養成講

座に参加しないかというような話がございました。この制度は６５歳までに養成するということが非常に大

きなポイントでございます。それ以降は、反対に被成年後見人になる気配があるということで、ですから７

４歳の現在の私はもうその役になることは非常にしづらいのですが、今は経験的なことで、ぜひ、我が川崎

市に市民成年後見人を養成すべき時期じゃないかと考えています。 

 あわせまして、市長に今お手元にお渡しましたネームプレートの裏に書いてありますが、ちょうど時期を

同じくして、東京大学においても全国を対象にした養成講座があり、安田講堂に私も何度もお邪魔しました。

ただ、これはどちらかというと、座学が中心でございます。世田谷区の場合には、座学プラス実務というこ

とが必要でございまして、なおかつ、結局それをいわゆる受任という形になりますと、その土地の家庭裁判

所が審判しなきゃいけないのですね。審判は相当な力がないと審判されないということでございますので、

ぜひ、川崎市において、そういう養成講座はなさっているかと思いますが、家庭裁判所が選任するような能

力ある市民成年後見人を養成しないかんと。同時に、今、６５歳以上は２，０２６万から２８万ぐらいの方
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がいらっしゃると思いますが、恐らくその１５％が認知症あるいは予備軍と言われております。今、新聞紙

上、マスコミでも騒がれているような時代でございますので、これはコミュニティで支えるという機能がな

いとこの問題は解決しないだろうなと思っておりますので、とりあえずご指摘申し上げたいと思います。よ

ろしくお願いします。 

市長：ありがとうございました。 

 成年後見人の養成講座は、川崎市でも２５年度から２６年度と２６年度から２７年度と２回に分けて行い

ました。全体では、恐らく３０人ぐらいだったと思いますが、３０人の成年後見人、市民後見人という形で

講座を受けていただいて、やっていただいております。先ほど家庭裁判所から選任されるというお話があり

ましたけど、今、そのうち６人の方が市民後見人として選任され、受任していただいているということであ

ります。 

 三谷さんおっしゃるように、これから認知症の方々が地域の中にものすごく増えていくということは、言

われているとおりだと思いますので、成年後見人の役割というのは、これから、ますます大きくなると思い

ます。今、川崎市でやっている市民後見人はですね、ややボランティア要素が強いというか、専門性のちょ

っと薄いところを市民後見人にやっていただく形になっていますが、将来的には、より専門後見人のような、

専門職に近い形と同じような、同列のような自立して活躍できる、そういった市民後見人というのがこれか

ら必要になってくるというふうに私は思っています。そういった意味で、三谷さん、本当に先駆者のお一人

であるので、ぜひいろんなアドバイスをいただきたいなというふうに思っています。 

三谷さん：それで、今、専門的な能力というふうなことでございますが、これ実は、やはり専門職というの

は二通りありまして、法律系は弁護士、司法書士ですが、反対に福祉に弱いです。もう一方、福祉について

は、社会福祉士が担っておりますが、この人は法律に弱いのです。そうすると、法定代理人としては両方の

力がないと十分な能力が発揮できない。そこで、両方の能力を持った市民後見人を養成することによって、

両方の機能を結びつけるという役割で、世田谷区の場合には現在１３２人の成年後見人が養成されておりま

して、５３人受任されております。こういうことから言いますと、やはり法人後見として社会福祉協議会が

担っていても、恐らく一人が、１０人が限度だろうということでございます。また、ますますこれから特に

ひとり暮らしが増えていきます。 

 ひとり暮らしは、非常に社会が希薄化しおりまして、本人に相続財産でもあれば親族が面倒を見るのです

が、相続財産がない場合は、どうしても親族が遠のいてしまうのです。そうすると、その人が一人で悩んで、

今度は市長申し立てということになりますと税金を使わざるを得ない。その場合、とても専門職を雇うわけ

にいかないものですから、市民後見人を選択して、市長がこの人間なら大丈夫だよということで、横浜家庭

裁判所に行っていただきますと、家庭裁判所は市長がバックアップするならば、いわゆる市が支援体制を持

っているならば安心してその本人のための成年後見人として審判できることになります。こういうシステム

がやはり確立されないと、これからうまくいかないのではないかなということで、ぜひ私も年齢も成年後見

人になる立場じゃなくなったのですが、できましたら、若い方たちにそういうものを担っていただければ、

大変力強い成年後見人制度が確立できるんじゃないかと思っています。よろしくお願いします。 

市長：ありがとうございました。 

 今、三谷さんのおっしゃったこと、全く１００％そのとおりだと思います。法律に強い人と福祉に強い人

っていうのを一人の人間が両方を担うというのは非常に難しい。そういった意味での市民後見人のところの

能力を上げていくっていうのは、これからの目指すべき姿だと思っていますので、そのような養成をこれか
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らもやっていかなくてはいけないだろうと思っています。おっしゃったとおり、親族後見の割合が薄くなっ

てきて、第三者後見が増える傾向はこれからも益々拡大していくだろうと思いますので、そういう危機感と

いったものは本当に共有させていただいております。ありがとうございます。 

小松さん：小松と申します。有馬に住んでいます。長男に知的障害がありまして、今、就労支援施設に通っ

ています。また、高校生の次男がいます。今回で３回目の参加になります。１回目は児童支援コーディネー

ターの拡充について、２回目は医療的ケアのある方々への支援の拡大をお願いしました。 

 今回は、川崎市が進める地域包括ケアシステム推進ビジョンについて、私見を述べたいと思います。 

 川崎市の地域包括ケアシステムは、全ての住民を対象として、住みなれた地域で安心して暮らせるように、

自助、互助を促し、共助、公助に取り組む仕組みと伺っています。しかし、子供、若者、子育て世代、高齢

者、そして障害のある者、全てにおいて支援が不足しています。問題への対策が十分でない状況があります。

ですから、それらをネットワーク化したところで対象が大きくなるだけで、足りないものは足りないですよ

ね。その結果、声が大きいところへの対応が優先されてしまって、全体的マイノリティーであったり、日々

を過ごすのに精いっぱいで声を上げる力さえない者、その人たちが置き去りになってしまうのではないかと

心配です。 

 包括と排除は紙一重だと私は感じています。それぞれの抱える困難さの違いから無用の対立が生まれてし

まうのではないかと心配です。実は、届きにくい声を優先してすくい上げることでより多くの人々が安心し

て住めるまちになると私は確信しています。また、私、母としての立場から、誰もが安心して子供を産み、

また、子供も安心して育っていけるまちに川崎がなってほしいと願っています。立場の違うそれぞれが理解

し合い、協力し合えるように、公助としての行政のファシリティー努力鍵になると考えます。また、行政職

員も安心して力を発揮できるように、ぜひ、市長のファシリテーション力にも期待しております。よろしく

お願いいたします。 

市長：小松さん、３回目の参加ということで、毎回、小松さんから非常にいいご提案をいただいておりまし

てありがとうございます。今回御意見いただいた地域包括ケア推進ビジョンは、今年４月から各区の推進体

制を変えました。地域見守り支援センターという形で、エリア的には中学校区よりもうちょっと大きいエリ

アになってしまいますが、そこに２名の専門職を充てて、そこから地域の中に入り込んでいこうということ

で、小松さんがおっしゃったように、全ての住民が対象になりますので、子供から高齢者や障害者に至るま

でいろんな方たち、ケアが必要な人たち、あるいは、必要とされてない人たちも含めてということになりま

すので、非常に幅広いことになると思います。 

 これから新しい体制で動き始めますが、私、今年の年度始めの仕事始めでも、地域包括ケアは、この１０

年で川崎市がやっていく仕組みづくりの中で最も大切なことだと申し上げました。これは、もう一回その地

域をつくり上げていくというよりも、ばらばらになっている地域をもう一回束ねていくような、非常に困難

な作業だと思いますが、しかし、この仕組みを断固やり抜くんだという、その強い思いでやっていきたいと

思います。ですから、ご懸念のように、声の大きい人たちの声だけが届くというふうなことには決してなら

ないように、それゆえのネットワーク化ということが大事だと思います。お互いを認め合う、小松さんがお

っしゃったように、お互いの違いを認め合っていくというその寛容さも含めて、その地域の皆さんにこの地

域包括ケアは何のためにやるのかということをしっかりとこれから幅広く市民の皆さんに訴えていかなけれ

ばならないなというふうに思っています。 

 常々、私も心していることでありますけども、たとえその対象者が少なかったとしても必要なサービスと

いうものは必要なサービスでありますし、だから、決して声の大きいところに、声がそこばっかりであると
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いうことはならないように、これからも市政運営の中で心がけていきたいというふうに思っております。 

 それこそ、先ほど藤永さん、お話しになりましたけども、全体のパイの中からいくと、多分聴覚に障害を

持っておられる方というのは少ないと思います。でも、しかしそういうところにこそしっかりとした合理的

配慮というものが必要だと。こういったことにしっかりと私たち職員、この地域包括ケアシステムは誰一人

関係のない職員はおりません。そういった意識の中で仕事をしていきたいと思っております。 

小松さん：ありがとうございます。 

 より困難な人への、より声が小さい者をすくい上げるということがなぜ安心につながるかということなん

ですけれども、特別支援学校の校長先生が常に自分が意識していることとしてお話しされていたことがある

のですが、特別支援学校、いろんな状況の障害があるお子さんがいらっしゃるんですけど、障害の程度も様々

で、軽い重いはおかしいのですが、障害が軽く見えるお子さんであったり、本当にもう自力で動くこともで

きないお子さんであったり様々ある中で、まず、その学校の長である校長先生が一番困難な状況のお子さん

にまず最初に声をかける、朝、おはようという挨拶をかける。そうすることで学校全体が、みんなが安心し

ます、だからそれを実践していますっていうお話を実際に聞いたことがありまして、それはまちづくり全体

にもつながることではないかと私は思います。 

 それから、あと、地域包括ケアシステムですけれども、実はもう宮前区だけでなく、川崎市全体で似たよ

うな取り組みを、既にしている機関があります。地域自立支援協議会のことはご存じでしょうか。 

市長：詳しくは知らないです。 

小松さん：ああ、そうですか。これは厚労省からおりてきているものですが、障害者における地域の細かい

課題は、その地域でいろいろ抽出して取り組んでくださいということで、川崎市の場合は７区全てに各区の

地域自立支援協議会があります。また、それとは別に川崎市の大きな一つの地域自立支援協議会があります。

各区の問題を抽出して取り上げて、それを市全体で協議してというふうなボトムアップの構造がそこでなさ

れています。実は私、宮前区の構成員として参加させていただいているのですが、地域包括ケアシステムの

話が出てきたときに、とても似た取り組みだなと思いました。ですから、もう既に既存でやっているものが

ありますので、ぜひそういったものをご活用いただけるとよいかなと思います、はい。 

市長：どうもありがとうございました。 

 この１０年で川崎市の障害児・者の数は、１．５倍に増えました。要介護認定を受けている方はこの１０

年で３倍（※）になりました。このように、これから益々、障害を持っておられる方の割合は増えていくだ

ろうし、そして、昔よりも重複の障害を持っていたり、重度な障害を持たれていたりという方が本当に多く

なってきているというふうに実感しています。ですから、そういった意味で、障害の有無にかかわらず、そ

の地域で暮らしていく環境というものを当たり前のようにつくっていかなくちゃいけないということだと思

います。障害者差別禁止法の話もそういったことだと思うのです。ですから、もう私たち市民の感覚として、

その障害があるっていうことが何か不思議なことではないというか。今、人口の６％は障害を持っておられ

る方なので、ここ１００人いたら大体６人は障害を持っていらっしゃって当たり前なのです。ですけど、実

際にそんなに障害者の方がこの部屋の中にいるかといったら実際そうではなかったりする。それがいかに地

域社会の中の障害者と健常者がまざり合ってないかっていうことだと思うのです。それをまざり合う関係に

これから川崎市ではやっていかなくちゃいけないと。そこが教育現場であったり、福祉の現場であったり、

あるいは、まちの生活の中そのものにそういう感覚を持った市民がふえるということが何よりも大事だと思
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います。そうした感覚の中で地域包括ケアシステムというものを、困難な課題ではありますけども、一つ一

つ、試行錯誤の部分というのは多いのですが、それでも挑戦していきたいと思っております。そして、先ほ

どご紹介いただきました自立支援協議会のことについてもしっかりと連携させていただきたいなと思ってお

ります。ありがとうございます。 

※３倍→約１．５倍の誤りです。 

矢追さん：こんにちは、きょうはありがとうございます。 

 神木本町に住んでおります矢追と申します。私のところは、五所塚から近いのですけれども、山のてっぺ

んで周りには何もございません。バスで登戸へ行くか、あるいは、溝口へ行くかしないとお店もないんです。

ところが、今、私もちょっと障害というか、介護保険を受けておる身なのですが、バス停へ行くまでに下り

るのは、まあ坂ですので、何とか杖をつきながら下りるのですが、帰りがもう上り切れないのです。何回か

道路の道端に座って、それでやっと上がる感じで、娘が車椅子を買ってくれたんですけども、小さ目の車椅

子でしたので、バッテリーが小さいのか、坂の途中でとまってしまうのです。１年目はよかったのですが今

年は２年目で車も少し古くなったせいか止まって使えなくてっていう状態で。 

 長尾の六丁目の方々が一生懸命活動しまして、１０年目で、コミュニティバスがやっと走るようになりま

した。今年で２年目です。小さな高橋商事さんというところが受けてくださって、朝６時から夜１０時ぐら

いまで１台の車を二人の運転手さんが交代して、登戸、久地と運転しています。ところが、毎月８万の赤字

なんですね。何回かいろいろ皆さんで話し合ってどうにか打開策がないかということで、私も考えましたけ

れども、私の前の道をまたぐと多摩区なのです。うちのほうは宮前区です。ですから、宮前区の人たちも結

構乗っているのですが、もうちょっとバス停を多くしたり、あるいは車があと１台入ったりして運転すれば、

何とかその人数も確保できますし、マイナスも消化できると思うのです。けれども、いろんな問題が入りま

した。バスルートがちょうど学校の正門の前を通るのですが、道が細いということで、国土交通省ですか、

その許可がおりないとか、でも、そこは幼稚園のバスは通っているのですね。４５人乗りのバスが何台も通

っています。私の方は２９人乗りですが、朝晩の通勤とか通学の人達は立って行くぐらいの人数が乗るので

すが、昼間はどうしてもやっぱり少ないので、もうちょっといろんなことを考えなきゃいけないのですが、

市民がする活動としてはもう限界が来てるいということで、もうちょっと市のほうで支援して、バックアッ

プしていただければなと思います。 

 それには市長さんが立っていただいて、市役所にコミュニティバスを運行する部というか部門を設けてい

ただきたい。先ほどの見守りセンターのような組織もですが、公務員の方は２年ごとにかわってしまう。せ

っかく２年、やっとお互いの心が通じ合って話し合えるなと思ったときに変わって、また一から説明して、

またその方がいらっしゃるのですが、先へ全然話が進まないのです。いらしても大体１０分ぐらいで、ちょ

っとってお帰りになってしまいますし、膝を突き合わせて話し合うこともありませんし、とにかく今、結論

としては、もうこのまま１年赤字だと、高橋商事のほうも手を引いちゃいますので、私たちの老人のための

死活問題になってしまうのです。病院にも行けませんし、買い物にも行けませんし、今ちょうど走り出して

きましたので、皆さん本当に助かっているのです。雨になんかはね……。 

ということで、市長さんに本当に頑張っていただきたいと思うのですけれども。 

市長：コミュニティ交通というのは、大変重要な政策だという議会でも度々その発言をさせていただいてお

ります。市としても、できることは、積極的に住民の皆さんの中に入り込んでやらせていただいております。 

 長尾のコミュニティバスのお話をされましたけども、私も開通式にお邪魔して、これまでの長尾自治会を

初めとする住民の皆さんの大変な努力にとても敬意を表しています。 
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 また、バスルートについては、それこそ何年もかけて、長尾の人たちがどうやったら集客できるかという

ことを考えて考え抜かれた上のルート作成だというふうに私は理解しております。ですから、そういう意味

では、多摩区長尾、で、１本挟んで五所塚ということですから、別にこれ、縦割りでどうのこうのっていう

話でなく、長尾の自治会の人たちで主体的に始められた事業なので、そういった意味では、これは想像です

が、五所塚の人たちはこの話に入ってなかったということですよね。 

矢追さん：はい、一番最初から入っていません。 

市長：コミュニティバスのルートは市が決めることではないので、その協議会の中で、神木の町会の皆さん

でも、その協議に対して発言されるのがよろしいかと思います。 

矢追さん：もうそれは進んでいます。 

市長：市でコミュニティバスを管轄しているのは、交通政策室という部署で、長尾のバスの時もそうですけ

ども、相当、積極的に関わっております。ですから、ぜひそういった地元の声が本当に高く、また、集客に

困っているのであれば、そういうルートも考えられるのではないかなと思います。 

矢追さん：私どもでいろいろ検討した結果が、国土交通省が入ってきて、自治会と関係ないという話で、た

だ、やり方があるのかわかりませんが、幼稚園バスは走っているのです。それから今、問題になっているの

はお金の問題です。あじさいまつりって６月にありますので、私たちそのお金をやるのにバザーを開いてか

なり皆さんでお金を蓄えるようにしているのですが、皆さんもボランティアで動いていますけど、やっぱり

チラシだとか、いろんなお知らせだとか、実費はやっぱりかかるのです。 

 結論的に言いますと、もうここで市のほうで支援していただかないと、どこからもお金が出ないので、バ

ス停を一つふやすにも１０何万かかるそうなのです。その１０何万もどこから出てくるかっていう話になる

と、高橋商事さんがもう首かしげちゃうというか、やってられないということなのですけど。 

市長：ぜひ、その長尾のコミュニティバスの人たちと市のほうでまた連絡とらせていただきたいと思います。

恐らく、多分長尾の人たちっていうのはそれを望んでおられるのですね。 

矢追さん：はい、望んでいます。だって宮前区の人たちが乗るようになれば、ちょっと広げるのですけど、

そうするとその８万のマイナスが解消されるということは大体わかっています。 

市長：ああ、そうですか。わかりました。では連絡とらせていただきますし、これまでもコミュニケーショ

ンをとってきたので、コミュニケーションをよくやっていきたいというふうに思っています。 

矢追さん：よろしくお願いします。ぜひ市長さんのお力をかしてください。はい、期待しています。 

高久さん：原稿を渡してありますので、市長さんにお渡し願いたいのですが。 

 五所塚町内会の高久と申します。よろしくお願いします。 

 今回の議題の道路は、五所塚と多摩区長尾を結ぶ１５０メートルほどの長さで、現在も１日七、八十人が

使用している生活道路です。遊園閉園後、何度も市長を初め、道路管理部長宛てに道路の再認定と改修を要
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望してきました。また、住民監査請求にて陳述も行いました。そして、昨年度ですね、車座集会にて、福田

市長へ安全・安心な道路へ改修を、直接要望をしてきました。 

 この道路は、明治の昔から長尾の村民が勘助坂を上って、この道を渡って、平の白旗八幡大神へ向かった

と書物に記載されていることもありまして、平自治会や長尾町会の諸先輩から、この由緒ある道を安全な道

路に整備できるように頑張りなさいと温かいご支援をいただいております。 

 昨年の車座集会にて、市長は、とにかく住民の皆さんが安心して生活道路として使い続けられるようにと

いうことだと思いますので、ちゃんと維持管理するような形で小田急と協議を進めているので若干時間が欲

しいとのご返答でした。その１２月１日ですね。福田市長と小田急との間で道路の管理協定が結ばれました。

締結後、小田急は道路整備として、ガラス片とかタイル片の混じった再生砕石ですね、これを敷きました。

石につまずいて手をついたときにガラス片などがけがするおそれがあるということで、余りにも、ひどい路

面状態なので、川崎市の道路管理課長に現地に来ていただいて見ていただきました。当面の処置として、簡

易舗装程度のレベルに改修を要望しました。２週間後に、小田急は再生砕石を取り除き、通常の砕石に敷き

直しました。しかし、角がとがった砕石であり、幼児から高齢者までが通行する生活道路としては不向きで

あり、安全性を確保することができません。結局、民間の小田急に道路の維持管理を任せるということは、

費用の問題もあり、通常の道路管理を求めるのは難しいというふうに思っております。やはり公道として再

認定して川崎市が管理することにより、市民の安全・安心が確保できるものと思っております。よろしくお

願いいたします。 

坂巻さん：二人で一つの議題を提出させていただいておりますので、引き続き私のほうの発言をさせていた

だいて、まとめてお答えをいただけるとありがたいのですけども。 

坂巻さん：お答えいただくところを明確にしておりますので、ちょっと原稿を見ていただいて。 

 それでは、引き続き、五所塚町内会の坂巻と申します。私から意見を述べさせていただきます。 

 今、高久会長が申し上げたとおり、この道路についてなんですけども、現状は私道という理由から、市と

しての舗装が不可能というのであれば、次善の策として、私道舗装助成金制度を活用し、早急に政令指定都

市にふさわしい安心・安全な道路の整備をお願いいたします。さらに、恒久策といたしましては、公道とし

ての再認定をお願いするものであります。つまり前段での説明にもありましたとおり、対象となっておりま

す道路は明治時代以前より住民の幹線道路としての機能を果たしていたことから、明治１０年ごろ、旧公図

に赤道として記載され、日本国として事実上、公道認定されたものであり、以来１３０年以上、現在に至っ

ても市民の大事な生活道路としての機能を果たしております。 

 その道路が昭和６０年、突然公道としての路線を廃止されてしまいました。その廃止理由は、道路として

の機能がなかったためとされておりますが、道路としての機能は旧道を道路占用したかわりに小田急が設置

した代替通路に引き継がれ、さらに廃止路線の一部は現在も市民が日常的に通行しており、道路としての機

能がなくなっている事実は全くありません。加えて公道廃止に合理的な理由がなかったことを示すものとし

て、住民監査請求の監査事務局の事情聴取において、建設緑政局は、市として改めて再認定する方向性を明

確に打ち出している事実があります。しかしながら、現状は、管理協定での管理となってしまっており、そ

の管理協定においては、道路整備と称し、ガラス片などが含まれる路盤材が敷かれ、以前より危険性が増す

実態があるとともに、損害賠償規定など、法的にも不備な管理協定となっております。 

 最後に、確認でありますが、この道路を明治時代以前より１３０年以上途絶えることなく通行していた市

民は、公道路線の廃止により安心・安全な通行を奪われております。このような現状を踏まえまして、昭和

６０年に公道がなくなり安心・安全な通行が奪われている現状の責任、その責任が市民側にあるとお考えで
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しょうか。以上の発言の中での３点についてお答えをお願いいたします。 

市長：高久さんと坂巻さん、ありがとうございました。 お二人とのやりとりは、これで多分３回目でしょ

うか。 

高久さん：内容は２回目です。 

市長：ありがとうございます。これまでも、先ほど高久さんのほうからご紹介いただいたとおり、前回、小

田急との協定締結に向けてということで、しばし時間をいただきたいということで、昨年の１２月に結ばせ

ていただいて以降、その趣旨でやっております。これも高久さんからご紹介いただきましたけども、１回敷

いたのですが危ないものがあったので、市の職員が確認して、確かに危ないなということで、今回、今月で

すよね。改めてちゃんとしたものに敷き直したという事実があるというのが、まさにご紹介いただいたとお

りなのですが、まさに、このことをしっかりと継続的にこの管理協定に基づいてやっていきたいなと思って

おります。ですから、これまでも私、お答えしておりますが、公道に戻すという、認定するということは、

これはこれからもすることはありません。これまでの小田急さんとの協定のとおり、そういった仕組みの中

で整備をしていきたいなと思っております。 

高久さん：福田さん、今おっしゃったように、小田急さんとの協定のもとにやっていただくということであ

れば、それはそれでも結構だと思うのですが、今言ったように、やった後の仕事を我々が見て、これは危な

いからこうしてくださいって、また直して。今回も砕石なんですね。砕石というのは、福田さんご存じのよ

うに、石を砕くのですから、ここで写真も全部お渡ししてあるのですけども、尖っていますので、一般的に

福田市長、道路の表面に置くとしては、生活道路としてはそぐわないと思うんですね。やっぱり子供たちが

歩いたりする部分も尖っておりますから危ないですよね。ですから、我々は少なくとも安心・安全な道路と

いうことですので、そういう砕石をまいたようなところを生活道路として使うのには非常に危険があるなと

いうふうに思っているのです。ですから、そのまた、じゃあ砕石じゃなくてもうちょっと細かい砂利を敷い

てもらいたいということを要望して、またやるとかっていうことで、要するにその繰り返しだけをというこ

とになると、非常にいつになっても安心な道路にならないというふうに思っておりまして、そのためにやっ

ぱり再認定をということをお願いしているのです。それはご理解いただきたいと思います。要するに、２０

０９年当時と変わってないんですよ、道路の状況が。２００９年というのは、閉園後７年たったということ

なのですが、２００９年当時と変わってないのです。これでこれの協定は去年の１２月１日時点を現状と見

るという、そういう協定内容ですので、いい状態を協定内容の現状に見ていただければいいのですが、現状

の去年の１２月１日は決していい状態じゃないのです。ですから、そのレベルでいいということでは困るん

ですね。レベルを上げていただきたいということをずっとお願いしているわけです。 

市長：本当に危ないということであれば、そういったお声を私どもも確認の上、小田急さんのほうにちゃん

と伝えていくということはこれからもやっていきたいというふうに思っています。 

 繰り返しになりますけども、道路の公道としての再認定というのはいたしません。 

坂巻さん：その住民監査請求の監査事務局の事情聴取に対して、建設緑政局は、市として再認定をいたしま

すということを正式に述べているわけですね。記録にも残っております。これはどうなるんでしょうか。監

査事務局……。 
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市長：かなり細かいことになっておりますので、もし必要であれば、市長への手紙か何かで詳しくまたお答

えさせていただきますが。 

坂巻さん：わかりました。ではそれでお願いいたします。 

竹内さん：竹内と申します。私は横浜在住ですけども、一昨年、宮前区で開催された地域課題解決のイベン

トで公園に対する利活用の取り組みを行いました。そこで、今回は、私が住んでいる横浜市の公園の拡張整

備計画に伴う行政と地域町内会との連携した取り組みについてご紹介いたします。 

 箇条書きにしておりますけども、まず、その取り決めで行政と町内会がどういうことをやろうかというこ

とを箇条書きにしてまとめてあります。 

最初に、公園を中心に人と人の顔が見えるコミュニティづくりを行いましょう。それと、行政にお願いす

るのではなく、住民のできる、例えば農園管理とか、崖崩れ調査、街路灯調査、街路調査等は、できるだけ

地域住民で行う。そして、公園がある自治会、町内会でなく、周辺自治会と共同でさまざまなイベントを行

いましょう。それとですね、公園周辺の自治会活動を活発にし、次世代の人のためにも自治会のＩＴ化に取

り組んでいこう。そして、身近にできるところから積極的に取り組み、結果を出していく活動にしていきま

しょう。そして最後に、行政と周辺自治会と協働して公園活用のための研究会を発足させて継続的に取り組

んでいきましょうと、こういう取り組みを行いました。ぜひ、このような取り組みを川崎市でも実現させて

ほしいと思っております。以上です。 

市長：ありがとうございました。 

 公園の課題というのは、実はすごく重たくて重要な話でして、それこそ小さいお子さんからかなり年配の

方までさまざまな声を市長への手紙等々でいただきます。実は、もっともっとうまく公園を使っていかなく

ちゃいけないなと、地域のコミュニティの核にしていかなくちゃいけないなという思いがあります。 

 今、現状でも、９００団体近い公園の管理運営協議会とか、あるいは愛護会という団体がありまして、草

を刈っていただいたり、管理をしていただいたりしているという形で、今もそういう形でやっていることは

全国でも誇るべき市民の皆さんが加わっていただいていると、すごく大事なことだというふうに思っていま

す。ただ、高齢化してきて大変だというふうなお声もいただくので、もうちょっと若い人たちも入れて活性

化できるといいなと思っています。 

 また、各区に最近ボール遊びができない公園があって、子供たちがどこに行ったらボール遊びできるのか

というお声をたくさんいただいていているので、今年は、モデル事業で、これについて地域住民の皆さんと

利用者の皆さんで協議、調整していくことにしています。時間帯をうまく分けるなり何なりということを住

民主体で問題解決して行こう、という取り組みを各区で少しモデル的に始めるということを、今年、位置づ

けておりますので、みんなにとって利用しやすい公園のモデル的なものがつくれればいいなと思っています。 

 ＩＣＴ化のようなお話もありましたけども、宮前区で色々なおもしろい取り組みをもう始めていますので、

いい取り組みは横展開できるようにこれからもやっていきたいと思っています。ありがとうございます。 

竹内さん：ぜひよろしくお願いいたします。 

星原さん：私は第２南平団地自治会の星原といいます。 

 市長さんにお願いしたいことは、私、２年間、今３年に入りますけども、いろいろ気がついたことは、空
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き家が多いこと、それから、荷物だけで人間がいないのです。それで、入ったときからもういないのです。

そういう人をどうして住宅課で入れるのか、それをはっきり調べてお答え願いたいと思います。 

 それと、老人ホームを入ったら、もう帰る当てがないじゃないですか。それでもまだ５年、１０年って部

屋がそのままなのです。それが全部、荷物だけで人がいないのです。そうすると、私たちは自治会費で運営

しています。それで、その自治会費も最近入ってくる人たちは住宅課で説明された時に、自治会は強制じゃ

ないからって言われているから自治会費は払いませんって言うのです。そうすると、私たちの運営資金って

いうのはどこから出るのですか。役所からもらっているわけではありません。ですから、私たちの１カ月７

００円の自治会費で草刈りも１年で３０万かかります。それと、階段灯から、寄附から、赤い羽根や何か募

金、老人で皆さんできませんので、自治会のほうでみんな運営しているのです。それと加圧ポンプ代、防犯

灯も団地の人たちの防犯灯であって、町内会の防犯灯じゃないと去年で打ち切られました。でも、団地の人

だって、今でこぼこで危ないのです。ですから、それも防犯灯に私は入るんじゃないかって一応出張所へ行

って言ったのですけども、それは役所のほうの方針だからで通っちゃったんですね。そうすると、１０何万

というお金がもう削られてしまうのです。足らないところに持ってきて、そういうふうに防犯灯も削られる

っていうことは、私たちはこれからやっていけません。それで、老人のひとり住まいしか入れませんから、

役員になる人もいません。私も８１歳ですけども、今、３年目で会長をやっています。やる人がいませんの

で仕方ないのです。ですから、男の人がいてもぶらぶら遊んでいる人はいますけども、草刈りやろうとか、

少しお手伝い、しましょうかっていう人は一人もいません。ですから、もう少し入居させるときに役員にで

もなれるような人を何人か入れてほしいのです。そうすると私も安心して引退できますよね。今だって引退

できませんから。ですから、そのところをよく市長さんにお考え願って、いろいろとご迷惑をおかけしてい

ますけども、これからもよろしくお願いいたします。 

市長：星原さん、ありがとうございます。大変な中で自治会長を務めていただいて、そのことにまず敬意と

感謝を申し上げたいと思います。本当にありがとうございます。 

 ご指摘のいわゆる施設に入っちゃって荷物がそこにある、置いたまんま、それも相当な長期間でいる。 

星原さん：５年、１０年です。でも、入居するときは、１週間あけるときは連絡してくださいっていうのを

私、聞いていたので、本庁にも何回か行って、こういう部屋があるので調べてくださいって言ったら、わか

りました、ですが全然来ないのです。それで、役所の人が来たなと思って部屋を調べに来たのですかって言

ったら、私たちは役が違いますって言って相手にしてくれない。そしたら持っていき場がないのです。です

から、そういうところをはっきりして、５年、１０年って人は明け渡ししてもらって新しい人を入れてもら

えば、それだけ自治会費も入ります、私たちのほうに。だから、そういう形でね、家族はたまに見えるらし

いのですが、近所の人には挨拶もしないし、電話、かけても出ない。そういうことをやられるとうちのほう

も全然どうにもならないのです。 

 それと、ちょっと話、違いますけど、３年間いなくなった人がいて、ああ、引っ越したんだ、よかったな

と思ったら、私たちに何の連絡もなしにリフォームして、それでまた入れたのです。そういうことを役所の

ほうで承知して入れているのかどうか。その辺を掘り返して白旗のほうからも苦情が来ているのです。道路

の土を運んできてそれを山にして、それでそれごみをみんな埋めるのです。だから、そういうことをすると、

おたくの団地は、それじゃなくても悪く言われているのに余計悪くなります。ですから、そういう人を勝手

に自治会のほうに相談もなしに入れるっていうことはちょっと違反じゃないかと思うのです。だから、そこ

のところもよく調べてお答えお願いしたいと思います。 
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市長：わかりました。ありがとうございます。今、さまざまな宿題いただいたと思いますので、しっかりと

調べたいと思います。 

 実はすごく課題ありまして、これは介護保険法の理念ですが、施設入所されると、やっぱり自立して復帰

していただくということが前提になっております一方で、ただ、いつ帰ってくるかわからない。家族の人た

ちは家賃も払っているとなりますと、連絡すれば帰ってきますから帰ってきますから、とのお答えで、そう

いう状況がかなり長期化しているということですよね。 

星原さん：絶対帰って来れません。歩けなくなったから入っているのですから。 

市長：そうですね。これは本当に非常に人権問題にも非常にかかわる話なので難しい面もあるのですが、た

だ、私どもには入居のルールというものがしっかりありますので、そこのところをしっかりと運用していく

というのが大事だと思います。 

星原さん：そうですね。 

市長：それから、自治会費を払わない、これ本当に大問題に今なっているのですが、実は、先月か２月だっ

たか、宮前区の町内会の連合会の役員の皆さんと、団地問題のようなテーマについて空室率が高いとかいろ

んなお話がありました。その中で、政策空き家といいまして、建てかえのためにとっている部分もあるので

すが、それが長期化しているのではないかというお話があって、調べた上で、なるべく回転よくさせていこ

うということで、今、改善するように言っております。 

市民の大事な財産でありますので、これがちゃんとうまく放置されずに利用されるということが大事だと

思います。例えば、自治会費の中で分担しているものはですね、それと、共益費との関係とがどうなってる

のか、私も勉強させていただきます。 

星原さん：何か、共益費なら払いますって言うのですが、全部自治会で負担しています。４年も払わない人

がいるのです。 

市長：確かに自治会は強制加入ではないので難しさはあるのですが、自治会費と共益費の線引きはどうなっ

ているのか、私も少し勉強させていただきたいと思います。また後日の回答になってしまいますけども。 

原さん：よろしくお願いします。 

＜まとめ＞ 

市長：どうもありがとうございました。 

 きょうも幅広い分野でご意見、ご質問などをいただきましてありがとうございました。即答できていない

ところは、また後日、別途の形でお答えさせていただきたいと思っています。 

 ３巡目は、区役所ごとにいろんな取り組みのやり方をやってみようということで、今回、宮前区は同じ方

式でなるべく時間を以前よりももう少し延ばしてと、発言時間を延ばしてということでありましたし、また、

次回はどんな形でやるかわかりませんけども、これからもぜひこういった取り組みをやっていきたいという

ふうに思いますので、これからもご協力よろしくお願いしたいと思います。本当にありがとうございました。
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（拍手） 

＜閉会＞ 

司会：ありがとうございました。 

 以上をもちまして第２１回区民車座集会を終了させていただきます。 

 なお、参加者、傍聴者の皆様は、受け付けの際に配布させていただきましたアンケートの記入についてご

協力をお願いいたします。お帰りの際に出口にいる職員にお渡しください。 

 次に、お車でお越しになり駐車場をご利用の方につきましては、受付にございます認証器に駐車券をお通

しください。 

 最後に、お時間の都合で発言できなかったことなどがございましたら、市長への手紙にてご意見、ご提案

をいただければと思います。 

 以上をもちまして第２１回区民車座集会を終了させていただきます。お帰りの際にはお忘れ物などござい

ませんようご注意ください。本日はご来場いただきましてまことにありがとうございました。 


